
 
募集内容 

この非常勤職員募集については、次年度予算が成立することを前提とした募集内容と

なっております。募集開始時点では、次年度予算は成立しておりません。今後の状況によ

り、今般の募集内容が変更となる可能性がありますことを御了承の上、御応募ください。 

職種 ｃ 専門職員 

勤務形態 ２ 短時間勤務 

部署名 商務・サービスグループ商取引・消費経済政策課消費者相談室 

業務内容 

消費者相談員、主査消費者相談員又は主任消費者相談員として、以下

の業務に従事 

（１）経済産業省の所管する法律、製品、役務（サービス）及び消費

者取引に関する消費者からの相談に関する業務 
［参考］消費者取引に関して、当省所管法令に基づく助言や情報提供

等を行います。このため、他省庁所管法令等に係るご相談の場合は、

適切な他の機関や窓口を案内する対応を行います。また、自治体が設

置する消費生活センターと異なり、個別事案の仲介・あっせんは行っ

ておりません。 
（２）主査消費者相談員は、（１）に加え、消費者相談員の支援業務 
（３）主任消費者相談員は、（１）及び（２）に加え、消費者相談員

及び主査消費者相談員の統括業務 

募集人数 
９名程度 
うち、主査消費者相談員及び主任消費者相談員はそれぞれ若干名 

給  与 

消費者相談員        日給 １４,２９０円 
主査消費者相談員   日給 １５,４２０円 
主任消費者相談員    日給 １５,８７０円 
（交通費、超過勤務手当支給、社会保険完備） 
その他、賞与、退職手当有り（一定の勤務条件を満たした場合に限り

ます。） 

任用予定期間 令和８年４月から令和９年３月末まで 

勤務日（曜日） 
及び勤務時間 

勤務日：週４日（土日、祝日を除く。なお、出勤曜日は、調整の上、

当室にて指定させていただきます。） 
勤務時間：９時３０分から１７時（休憩時間４５分を除く、６時間４

５分） 
※相談業務の状況等によっては超過勤務もあり得る。また、勤務時間

の変更もあり得る。 



そ の 他 

＜募集要件＞ 

・消費者相談業務等に従事するために必要な基礎的知識を有してい 

ること（消費生活アドバイザー若しくは消費生活専門相談員の資格を

有する者又はそれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると認

め得る者）。 
・主査消費者相談員及び主任消費者相談員においては、上記に加え、

消費者相談業務について数年以上の実務経験を有していること。 
 

以下に該当する方は国家公務員になることができないため応募出来 
ませんのでご了承ください。 
（１）国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることがで

きない者 
・ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者 
・ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立

した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成 
し、又はこれに加入した者 
（２）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けて

いる者（心神衰弱を原因とするもの以外） 

応募方法 

履歴書、職務経歴書、資格証明の写し（今年度受験し、発表待ちの方

は除く。）及び下記の【応募に際しての課題】による作文を電子メー

ル又は郵送にて送付してください。書類選考の上、面接に進んでいた

だく方にのみ個別にご連絡いたします。なお、ご提出いただいた履歴

書等は返却できません。選考終了後、こちらで責任をもって廃棄させ

ていただきます。 

【応募に際しての課題】 
作 文：８００字～１２００字 
テーマ：「最近の消費者問題で関心のある事項と所感」 
応募締切：令和８年１月３０日（金）必着 

連 絡 先 

〒１００－８９０１ 
東京都千代田区霞が関１－３－１ 
経済産業省商務・サービスグループ 
商取引・消費経済政策課消費者相談室 担当：鈴木 
電話：０３－３５０１－４６５７（受付時間：１０時～１６時半） 
E-mail：bzl-shohisha-soudan●meti.go.jp 
※●を@に置き換えてください 
※本件について問い合わせの際は、最初に「消費者相談員募集の件」

と申し出てください。 

 


